
 

 

第１４回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ ７ ５ １３ 

 

  議案の名称 

＜予算＞ 

議案第５３号  令和５年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） …  5 

＜条例＞ 

議案第５４号  尼崎市市税条例の一部を改正する条例について …  9 

議案第５５号  尼崎市手数料条例の一部を改正する条例について … 23 

議案第５６号  尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成条例の一部を改正す 

る条例について 

… 27 

議案第５７号  こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関 

する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例 

について 

… 29 

議案第５８号  尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例につい 

        て 

… 35 

議案第５９号  尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例の廃止 

等に関する条例について 

… 37 

議案第６０号  尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について … 49 

＜その他＞ 

議案第６１号  訴えの提起について（土地明渡し等請求事件） … 55 

議案第６２号  物件の買入れについて（尼崎市立小学校・特別支援学 

校電子黒板） 

… 57 

議案第６３号  事業契約について（（仮称）市営若草住宅建替事業） … 59 

議案第６４号  物件の買入れについて（化学消防ポンプ自動車） … 63 

議案第６５号  物件の買入れについて（高規格救急自動車） … 65 
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２ その他の報告 

  令和４年度尼崎市繰越明許費に係る歳出予算の経費の繰越し 

２７事業 ２，５６７，２５７千円 

  令和４年度尼崎市事故繰越しに係る歳出予算の経費の繰越し 

３事業   １２７，８９８千円 

  令和４年度尼崎市水道事業会計継続費の繰越額の使用 

１事業 ２，０９４，４７１千円 

  令和４年度尼崎市水道事業会計予算の繰越額の使用 

 １事業    ３２，６１５千円 

  令和４年度尼崎市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用 

１事業         １４千円 

  令和４年度尼崎市下水道事業会計予算の繰越額の使用 

１事業 １，９３１，８５６千円 

  令和４年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算の繰越額の使用 

１事業   ２７７，５９７千円 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    ３件        ６９４，２４０円 

    その他の事故  ４件        １５８，３２８円 

    その他     １件      ２，２７７，０００円 

 ・ 工事又は製造の請負契約の変更契約の締結 

    工事      ６件 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市副市長の選任 

・ 尼崎市固定資産評価員の選任 

・ 尼崎市農業委員会委員の任命 
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第１４回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第５３号 所 管 各事業所管課 

件 名 令和５年度尼崎市一般会計補正予算（第３号） 

内       容 

１ 補正予算の内容 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける生活者及び事業者に対する支

援として、電子地域通貨「あま咲きコイン」を活用したポイント還元事業の拡充など

を実施するほか、市内事業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に必要な信用保

証料の一部を補助する。 

また、令和５年９月から実施予定の阪神バス等の運賃改定に伴い、障害者等及び高

齢者に対する市の助成額を増額することに伴い補正を行う。 

各事業の概要は別紙のとおり。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

215,019,328 1,819,019 216,838,347 

 

３ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

国庫支出金 928,557 民生費 678,944 

繰入金 17,000 商工費 1,140,075 

繰越金 18,694   

諸収入 854,768   

合 計 1,819,019 合 計 1,819,019 

 

４ 繰越明許費 

追加                          （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金 額 

民生費 児童福祉費 
子育て世帯「あま咲きコイン」給付関

係事業 
17,000 
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 別  紙  

 

 

補正予算の内容 

（１）ＳＤＧｓ「あま咲きコイン」推進事業費 1,001,971 千円 

電子地域通貨「あま咲きコイン」を活用したポイント還元事業を拡充する。 

・プレミアムチャージの上限額を拡充（還元率：アプリ 10％、カード 5％） 

 上限額：20,000 円から 40,000 円へ 

実施期間：令和 5年 7月下旬から 8月下旬  

・決済時のポイント還元（5％）の上限を拡充 

 上限：2,500 ポイントから 5,000 ポイントへ 

 実施期間：令和 5年 10月から令和 6年 1月 

（２）子育て世帯「あま咲きコイン」給付関係事業費 660,250 千円 

子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない子育て世帯に対し、電子地域通貨

「あま咲きコイン」を給付する。 

・対象児童：18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童（特別児童

扶養手当対象児童の場合は 20 歳未満）で、子育て世帯生活支援特別給付

金の対象とならない児童のうち、次のいずれかを満たす児童 

① 令和 5 年 3 月分の児童扶養手当等の判定時点において、本市の住民基

本台帳に記載されている児童 

② 令和 5 年 4 月から令和 6 年 3 月分のいずれかの児童扶養手当等判定時

点において新たに本市の住民基本台帳に記載された児童 

・給付額：対象児童 1人につき 1万円相当分 

（３）信用保証料補助金関係事業費 138,104 千円 

市内事業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に必要な信用保証料の一部を補助

する。 

・補助上限額：50万円 

・補助率：2/3 

・補助対象：令和 5年 4月から 12月までの融資実行分 

（４）乗合自動車特別乗車証交付事業費 14,401 千円 

阪神バス等の運賃改定に伴い、障害者等に交付している特別乗車証（市内の停留所で

乗降車する場合に限り無料で利用可能）の市助成額を増額する。 

・対象者：市内居住かつ身体障害者手帳（1～4 級）、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳、被爆者健康手帳の交付を受けている者 

・運賃改定の内容：尼崎市内線で 210 円から 230 円（介護付の場合は 420 円から 460

円）へ改定 

・助成額：身体障害者手帳（1～4 級）、療育手帳の交付を受けている者について

は、110 円から 120 円（介護付の場合は 220 円から 240 円）に増額（残りは

バス会社負担） 

精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳の交付を受けている者について

は、210 円から 230 円（介護付の場合は 420 円から 460 円）に増額 

・開始時期：令和 5年 9月 
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 別  紙  

 

（５）高齢者バス運賃助成事業費 4,293 千円 

阪神バス等の運賃改定に伴い、高齢者に交付している乗車払カード（市内の停留所で

乗車または降車する場合に運賃の一部の助成を受けることが可能）の市助成額を増額

する。 

・対象者：市内に引き続き 1年以上居住している 70 歳以上の者 

・運賃改定の内容：尼崎市内線で 210 円から 230 円へ改定 

・助成額：100円から 110 円に増額 

・開始時期：令和 5年 9月 

 

費目別事業概要 

 

民生費 678,944 千円 

  

乗合自動車特別乗車証交付事業費 

阪神バス等の運賃改定に伴い、障害者等に交付している特別乗車

証の市助成額を増額する。 

14,401 千円 

  

高齢者バス運賃助成事業費 

阪神バス等の運賃改定に伴い、高齢者に交付している乗車払カー

ドの市助成額を増額する。 

4,293 千円 

  

子育て世帯「あま咲きコイン」給付関係事業費 

子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない子育て世帯に対

し、電子地域通貨「あま咲きコイン」を給付する。 

660,250 千円 

  

商工費 1,140,075 千円 

  

ＳＤＧｓ「あま咲きコイン」推進事業費 1,001,971 千円 

電子地域通貨「あま咲きコイン」を活用したポイント還元事業を

拡充する。 

 

 

信用保証料補助金関係事業費 

市内事業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に必要な信用

保証料の一部を補助する。 

138,104 千円 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５４号 所 管 税務管理課 

件 名 尼崎市市税条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の制定に伴い、所要の整

備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

   令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの間に長寿命化に資する大規模

修繕工事が完了するマンションのうち一定要件（築後２０年以上が経過し、修繕積

立金の額の引き上げを行った上でマンション管理計画の認定を受ける等）を満たす

ものについて、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額

の３分の１に相当する金額を減額する特例措置を創設する。 

   軽自動車税種別割のグリーン化特例（軽課）（三輪以上の新車で、排出ガス性能

及び燃費性能に優れ、環境負荷の小さいものに係る税額の軽減措置）について、適

用期限（現行：令和５年３月３１日）を次のとおり延長する。 

  ア 営業用乗用車（ガソリン軽自動車に限る。）について、税額を概ね１００分の

５０軽減する措置の適用期限を３年延長し、令和８年３月３１日までとする。 

  イ 営業用乗用車（ガソリン軽自動車に限る。）について、税額を概ね１００分の

２５軽減する措置の適用期限を２年延長し、令和７年３月３１日までとする。 

  ウ ア及びイ以外の軽自動車（電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限る。）につ

いて、税額を概ね１００分の７５軽減する措置の適用期限を３年延長し、令和８

年３月３１日までとする。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市市税条例 

改正後 現 行 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第２７条の２ 

２ 前項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に

係る同項各号に掲げる事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した同

項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書に記載した事項（その者が当該前

年の中途において次項又は同条第３項の規定

による申告書を当該給与支払者を経由して提

出した場合には、その異動に係る事項につい

ては、当該前年の最後に提出したこれらの規

定による申告書に記載した事項。以下この項

において「前年申告書記載事項」という。）と

異動がないときは、給与所得者は、省令で定

めるところにより、前項各号に掲げる事項に

代えて前年申告書記載事項と異動がない旨を

記載した同項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で市

内に住所を有するものは、その年の中途にお

いて当該申告書に記載した事項について異動

を生じた場合には、第１項又は同条第１項の

給与支払者からその異動を生じた日後最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、省令で

定めるところにより、その異動の内容その他

省令で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ 第１項又は前項の場合において、これらの

規定による申告書（以下この条において「扶

養親族等申告書」という。）がその提出の際に

経由すべき給与支払者に受理されたときは、

当該扶養親族等申告書は、その受理された日

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第２７条の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書を提出した給与所得者で市内

に住所を有するものは、その年の中途におい

て当該申告書に記載した事項について異動を

生じた場合には、前項又は同条第１項の給与

支払者からその異動を生じた日後最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、省令で定め

るところにより、その異動の内容その他省令

で定める事項を記載した申告書を、当該給与

支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定によ

る申告書（以下この条において「扶養親族等

申告書」という。）がその提出の際に経由すべ

き給与支払者に受理されたときは、当該扶養

親族等申告書は、その受理された日に市長に
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に市長に提出されたものとみなす。 

５ 略 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４

項の規定の適用については、同項中「がその

提出」とあるのは「に記載すべき事項の提供」

と、「に受理された」とあるのは「が当該事項

の提供を受けた」と、「受理された日」とある

のは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第２７条の３ 

２ 前項の規定による申告書を公的年金等支払

者を経由して提出する場合において、当該申

告書に係る同項各号に掲げる事項がその年の

前年において当該公的年金等支払者を経由し

て提出した同項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書に記載した事項（以

下この項において「前年申告書記載事項」と

いう。）と異動がないときは、公的年金等受給

者は、当該公的年金等支払者が所得税法第２

０３条の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、省令で定めると

ころにより、前項各号又は法第３１７条の３

の３第１項に掲げる事項に代えて前年申告書

記載事項と異動がない旨を記載した同項の規

定による申告書を提出することができる。 

（給与支払報告書等の提出義務） 

第２９条 

７ 第１項、第３項又は第４項の規定により給

与支払報告書又は公的年金等支払報告書（以

下この条において「報告書」という。）を提出

する義務がある者（前２項の規定の適用を受

ける者を除く。）は、その者が提出すべき報告

書に係る給与支払報告書記載事項又は公的年

金等支払報告書記載事項（以下この条におい

て「記載事項」という。）を記録した光ディス

ク等の提出をもって当該報告書の提出に代え

ることができる。 

提出されたものとみなす。 

４ 略 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３

項の規定の適用については、同項中「がその

提出」とあるのは「に記載すべき事項の提供」

と、「に受理された」とあるのは「が当該事項

の提供を受けた」と、「受理された日」とある

のは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第２７条の３ 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載

すべき事項がその年の前年において当該公的

年金等支払者を経由して提出した前項又は同

条第１項の規定による申告書に記載した事項

と異動がないときは、公的年金等受給者は、

当該公的年金等支払者が所得税法第２０３条

の６第２項に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限り、省令で定めるところに

より、前項又は法第３１７条の３の３第１項

の規定により記載すべき事項に代えて当該異

動がない旨を記載した前項又は同条第１項の

規定による申告書を提出することができる。 

 

（給与支払報告書等の提出義務） 

第２９条 

７ 第１項、第３項又は第４項の規定により給

与支払報告書又は公的年金等支払報告書（以

下この条において「報告書」という。）を提出

する義務がある者（前２項の規定の適用を受

ける者を除く。）が令で定めるところにより市

長の承認を受けた場合又はこれらの規定によ

り提出すべき報告書の提出期限の属する年以

前の各年のいずれかの年において前２項の規

定に基づき給与支払報告書記載事項若しくは

公的年金等支払報告書記載事項（以下この条
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（個人の市民税の徴収の方法等） 

第３０条の２ 

２ 個人の県民税は、法に特別の定めがある場

合を除くほか、個人の市民税を賦課し、及び

徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。 

 

３ 森林環境税は、森林環境税法に特別の定め

がある場合を除くほか、個人の市民税の均等

割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課

し、及び徴収する。 

附 則 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 略 

   法附則第１５条第１４項本文 ５分の３ 

  法附則第１５条第１４項ただし書 ２分

の１ 

  法附則第１５条第２１項 ２分の１ 

  法附則第１５条第２２項第１号 ３分の     

 ２ 

  法附則第１５条第２２項第２号 ２分の    

 １ 

  法附則第１５条第２２項第３号 ２分の  

 １ 

  法附則第１５条第２３項第１号 ３分の 

 ２ 

  法附則第１５条第２３項第２号 ２分の 

 １ 

  法附則第１５条第２５項第１号 ３分の 

 ２ 

  法附則第１５条第２５項第２号 ４分の 

 ３ 

  法附則第１５条第２５項第３号 ２分の 

 １ 

において「記載事項」という。）を記録した光

ディスク等を提出した場合には、その者が提

出すべき報告書の記載事項を記録した光ディ

スク等の提出をもって当該報告書の提出に代

えることができる。 

（個人の市民税の徴収等の方法） 

第３０条の２ 

２ 個人の県民税及び森林環境税は、法又は森

林環境税法に特別の定めがある場合を除くほ

か、個人の市民税を賦課し、及び徴収する場

合に併せて賦課し、徴収する。 

 

 

 

 

附 則 

（固定資産税等の課税標準等の特例） 

１０ 略 

  法附則第１５条第１５項本文 ５分の３ 

  法附則第１５条第１５項ただし書 ２分

の１ 

  法附則第１５条第２２項 ２分の１ 

  法附則第１５条第２３項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２３項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２３項第３号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２４項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２４項第２号 ２分の

 １ 

  法附則第１５条第２６項第１号 ３分の

 ２ 

  法附則第１５条第２６項第２号 ４分の

 ３ 

  法附則第１５条第２６項第３号 ２分の

 １ 
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  法附則第１５条第２８項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３２項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３３項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３８項 ３分の２ 

  法附則第１５条第４２項 ３分の１ 

  法附則第１５条第４３項 ４分の３ 

(２１) 法附則第１５条の９の３第１項 ３分の       

  １ 

 

３４ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７ 削除 

 

 

 

 

 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和４

年４月１日から令和８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第２号イ ３，９００円 １，０００円 

第２号ウ ６，９００円 １，８００円 

  法附則第１５条第２９項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３３項 ２分の１ 

  法附則第１５条第３４項 ３分の２ 

  法附則第１５条第３９項 ３分の２ 

  法附則第１５条第４３項 ３分の１ 

  法附則第１５条第４４項 ４分の３ 

 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

３４ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項

及び第５項において読み替えて準用する場合

を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家

用のものに限る。以下この項において同じ。）

に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得

が令和元年１０月１日から令和３年１２月３

１日までの間（附則第３７項において「特定

期間」という。）に行われたときに限り、第６

０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税

の環境性能割を課さない。 

３７ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗

用のものに対する第６１条の３及び前項の規

定の適用については、当該軽自動車の取得が

特定期間に行われたときに限り、同条第２号

及び同項中「１００分の２」とあるのは、「１

００分の１」とする。 

３９ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるものに対する第６２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、令和

３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 

第２号イ ３，９００円 １，０００円 

第２号ウ ６，９００円 １，８００円 
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１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

４０から４３まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

４０ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第３項に規定するガソリン軽自動車を

いう。以下この項及び次項において同じ。）で

同条第３項各号に掲げるものに対する第６２

条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ２，０００円 

第２号ウ ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４１ ３輪以上のガソリン軽自動車で法附則第

３０条第４項各号に掲げるもの（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第６２

条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２号イ ３，９００円 ３，０００円 

第２号ウ ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

４２ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第
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４４ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第３項に規定するガソリン軽自動車を

いう。以下この項において同じ。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分の軽自動車税種

別に限り、同条第２号イ中「３，９００円」

とあるのは「２，０００円」と、同号ウ中「６，

９００円」とあるのは「３，５００円」とす

２項各号に掲げるもの（自家用の乗用のもの

に限る。以下この項において同じ。）に対する

第６２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から

令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、附則第３９項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

４３ ３輪以上の軽自動車で法附則第３０条第

２項各号に掲げるもの（自家用の乗用のもの

を除く。以下この項において同じ。）に対する

第６２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から

令和５年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、附則第３９項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

４４ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第７項に規定するガソリン軽自動車を

いう。以下この項において同じ。）に対する第

６２条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４

年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５

年度分の軽自動車税の種別割に限り、附則第
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る。 

 

 

４５ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第４項に規定するガソリン軽自動車を

いい、前項の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において同じ。）に対する第６２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和４年４月１日から令和７年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税種別割に

限り、同条第２号イ中「３，９００円」とあ

るのは「３，０００円」と、同号ウ中「６，

９００円」とあるのは「５，２００円」とす

る。 

 

 

５１ 所得割の納税義務者が前項前段の規定の

適用を受けた場合において、第２１条の規定

により控除された金額に係る阪神・淡路大震

災により受けた損失の金額のうちに、その者

と生計を一にする令で定める親族に係る前項

に規定する損失の金額があるときは、当該損

失の金額は、当該親族の平成８年度以後の年

度分の個人の市民税に関するこの条例の規定

の適用については、平成７年において生じな

かったものとみなす。 

（新築認定長期優良住宅に対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

５４ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８７号）第１１条第１項

に規定する認定長期優良住宅で法附則第１５

条の７第１項又は第２項に規定する要件に該

当するものについて、これらの規定の適用を

受けようとする者は、当該認定長期優良住宅

が新築された日から当該認定長期優良住宅に

４０項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

４５ ３輪以上のガソリン軽自動車（法附則第

３０条第８項に規定するガソリン軽自動車を

いい、前項の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において同じ。）に対する第６２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和３年４月１日から令和４年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、附則第４１項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

５１ 所得割の納税義務者が前項前段の規定の

適用を受けた場合において、第２１条の規定

により控除された金額に係る阪神・淡路大震

災により受けた損失の金額のうちに、その者

と生計を一にする令第４８条の６第１項に規

定する親族に係る前項に規定する損失の金額

があるときは、当該損失の金額は、当該親族

の平成８年度以後の年度分の個人の市民税に

関するこの条例の規定の適用については、平

成７年において生じなかったものとみなす。 

（新築認定長期優良住宅に対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

５４ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（平成２０年法律第８７号）第１１条第１項

に規定する認定長期優良住宅で法附則第１５

条の７第１項又は第２項に規定する要件に該

当するものについて、これらの規定の適用を

受けようとする者は、当該認定長期優良住宅

が新築された日から当該認定長期優良住宅に
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対して新たに固定資産税が課されることとな

る年度の初日の属する年の１月３１日までの

間に、次の各号に掲げる事項を記載した申告

書に省令で定める書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

  その他市長が必要と認める事項 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

５６ 略 

   その他市長が必要と認める事項 

（特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

５８ 法附則第１５条の９の２第１項に規定す

る特定耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該特定耐

震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に、次の各号に掲げる事項を記

載した申告書に省令で定める書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

 

   その他市長が必要と認める事項 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

６１ 略 

  当該耐震改修に要した費用で省令で定め

る補助の算定の基礎となったものの金額 

 

  その他市長が必要と認める事項 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

６３ 法附則第１５条の９第４項に規定する高

齢者等居住改修住宅又は同条第５項に規定す

る高齢者等居住改修専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、当該

対して新たに固定資産税が課されることとな

る年度の初日の属する年の１月３１日までの

間に、次の各号に掲げる事項を記載した申告

書に省令附則第７条第３項に定める書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

 

（耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

５６ 略 

 

（特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

５８ 法附則第１５条の９の２第１項に規定す

る特定耐震基準適合住宅について、同項の規

定の適用を受けようとする者は、当該特定耐

震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に、次の各号に掲げる事項を記

載した申告書に省令附則第７条第１０項各号

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

６１ 略 

  当該耐震改修に要した費用で省令附則第

７条第１３項に規定する補助の算定の基礎

となったものの金額 

 

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

６３ 法附則第１５条の９第４項に規定する高

齢者等居住改修住宅又は同条第５項に規定す

る高齢者等居住改修専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、当該
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高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住

改修専有部分に係る改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に省令で定める書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

 

  法附則第１５条の９第４項に規定する高

齢者等に該当するものの住所、氏名及びそ

の者が当該高齢者等のいずれに該当するか

の別 

  当該改修工事について令で定める補助金

等の交付又は令で定める居宅介護住宅改修

費若しくは介護予防住宅改修費の給付を受

ける場合にあっては、その金額 

 

   その他市長が必要と認める事項 

（熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

６６ 法附則第１５条の９第９項に規定する熱

損失防止改修等住宅又は同条第１０項に規定

する熱損失防止改修等専有部分について、こ

れらの規定の適用を受けようとする者は、当

該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止

改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等

（同条第９項に規定する熱損失防止改修工事

等をいう。以下この項及び附則第６９項にお

いて同じ。）が完了した日から３月以内に、次

の各号に掲げる事項を記載した申告書に省令

で定める書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

  当該熱損失防止改修工事等について令で

定める補助金等の交付を受ける場合にあっ

ては、その金額 

  その他市長が必要と認める事項 

（特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防

止改修等住宅専有部分に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者がすべき申

高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住

改修専有部分に係る改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に省令附則第７条第８項各号に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

  令附則第１２条第２３項各号のいずれか

に該当する者の住所、氏名及びその者が当

該各号のいずれに該当するかの別 

 

  当該改修工事について令附則第１２条第

２４項に規定する補助金等の交付又は同項

に規定する居宅介護住宅改修費若しくは介

護予防住宅改修費の給付を受ける場合にあ

っては、その金額 

 

（熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等

専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

６６ 法附則第１５条の９第９項に規定する熱

損失防止改修等住宅又は同条第１０項に規定

する熱損失防止改修等専有部分について、こ

れらの規定の適用を受けようとする者は、当

該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止

改修等専有部分に係る熱損失防止改修工事等

（同条第９項に規定する熱損失防止改修工事

等をいう。以下この項及び附則第６９項にお

いて同じ。）が完了した日から３月以内に、次

の各号に掲げる事項を記載した申告書に省令

附則第７条第９項各号に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

  当該熱損失防止改修工事等について令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等の

交付を受ける場合にあっては、その金額 

 

（特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防

止改修等住宅専有部分に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者がすべき申
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告） 

６９ 法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部

分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定熱損失防止改修等住宅

又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分

に係る熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に省令で定める書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

 

  当該熱損失防止改修工事等について令で

定める補助金等の交付を受ける場合にあっ

ては、その金額 

  その他市長が必要と認める事項 

（大規模の修繕等が行われたマンションに対す

る固定資産税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

７２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定す

る特定マンションに係る区分所有に係る家屋

について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該特定マンションに係る同項に規

定する工事が完了した日から３月以内に、次

の各号に掲げる事項を記載した申告書に省令

で定める書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

  納税義務者の住所、氏名及び個人番号（法

人にあっては、主たる事務所の所在地、名

称及び法人番号並びにその代表者の氏名） 

  家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

  家屋の建築年月日及び登記年月日 

  当該工事が完了した年月日 

  その他市長が必要と認める事項 

７３ 前項の規定にかかわらず、法附則第１５

条の９の３第１項の規定の適用を受けようと

する者は、前項に規定する期間の経過後に同

項の申告書を提出しようとする場合は、同項

告） 

６９ 法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部

分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定熱損失防止改修等住宅

又は当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分

に係る熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に省令附則第７条第１１項各号に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

  当該熱損失防止改修工事等について令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等の

交付を受ける場合にあっては、その金額 
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各号に掲げる事項のほか、当該期間内に申告

書を提出することができなかった理由を当該

申告書に記載しなければならない。 

（改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及

び都市計画税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

７４ 法附則第１５条の１１第１項に規定する

改修実演芸術公演施設について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該改修実演

芸術公演施設に係る改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）第１７条第３項の認定に係る通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に

供する施設であることを証する書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

 

  家屋が法附則第１５条の１１第１項に規

定する特別特定建築物のいずれに該当する

かの別 

 

 

 

  その他市長が必要と認める事項 

７５～７８ 略 

７９ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税関

係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法

律第２５号）第５条第４項に規定する指定行

事の同条第１項に規定する中止等により生じ

た同項に規定する入場料金等払戻請求権（以

下「入場料金等払戻請求権」という。）の全部

又は一部の放棄（以下「払戻請求権放棄」と

いう。）を同項に規定する指定期間（以下「指

定期間」という。）内にした場合には、当該納

 

 

 

（改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及

び都市計画税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

７２ 法附則第１５条の１１第１項に規定する

改修実演芸術公演施設について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該改修実演

芸術公演施設に係る改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８

年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、

音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年

法律第４９号）第２条第２項に規定する実演

芸術の公演の用に供する施設であることを証

する書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

  家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条第３号に掲げる劇

場若しくは演芸場又は同条第４号に掲げる

集会場若しくは公会堂のいずれに該当する

かの別 

 

７３～７６ 略 

７７ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ

ルス感染症等の影響に対応するための国税関

係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法

律第２５号。以下「新型コロナウイルス感染

症特例法」という。）第５条第４項に規定する

指定行事の同条第１項に規定する中止等によ

り生じた同項に規定する入場料金等払戻請求

権（以下「入場料金等払戻請求権」という。）

の全部又は一部の放棄（以下「払戻請求権放

棄」という。）を同項に規定する指定期間（以
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税義務者が、払戻請求権放棄をした日の属す

る年中にその年の指定期間内において払戻請

求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権

の価額に相当する金額（第２５条第２項各号

に掲げる寄附金の額及び払戻請求権放棄をし

た者に特別の利益が及ぶと認められるものの

金額を除く。）の合計額（当該合計額が２０万

円を超える場合には、２０万円）の同項第２

号に掲げる寄附金を支出したものとみなし

て、同項その他個人の市民税に関する規定を

適用する。 

下「指定期間」という。）内にした場合には、

当該納税義務者が、払戻請求権放棄をした日

の属する年中にその年の指定期間内において

払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻

請求権の価額に相当する金額（第２５条第２

項各号に掲げる寄附金の額及び払戻請求権放

棄をした者に特別の利益が及ぶと認められる

ものの金額を除く。）の合計額（当該合計額が

２０万円を超える場合には、２０万円）の同

項第２号に掲げる寄附金を支出したものとみ

なして、同項その他個人の市民税に関する規

定を適用する。 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５５号 所 管 窓口サービス推進担当 

件 名 尼崎市手数料条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  現行、個人番号カード又は住民基本台帳カード及び多機能端末機（マルチコピー機）

を使用した上で、住民票の写し等の各種証明書の交付（以下、「コンビニ交付」とい

う。）を受ける場合、窓口で交付を受けるよりも証明書の手数料を１００円減額して

いる。 

  こうした中、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

３年法律第３７号）が施行され、令和５年５月１１日から個人番号カードの機能がス

マートフォンにも搭載可能となった。（当面は Android 端末に限定） 

  これに伴い、開始時期は現時点で未定であるが、コンビニ交付においても個人番号

カードの機能が搭載されたスマートフォンの使用が可能となることから、コンビニ交

付の手数料の減額対象に当該スマートフォンを加えるため、所要の整備を行うもの。 

 

【参考：現行の手数料の減額措置の内容】 

コンビニ交付により取得できる証明書 通常の手数料 
減額措置後の

手数料 

住民票の写し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、戸籍附票の写し、現

年度の市民税・県民税課税額証明書 

３００円 ２００円 

戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証

明書 
４５０円 ３５０円 

 

２ 改正内容 

付則第３項のコンビニ交付における手数料の減額対象に個人番号カードの機能が

搭載されたスマートフォンを加える。 

 

３ 施行期日 

  規則で定める日 
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尼崎市手数料条例 

改正後 現 行 

付 則 

（手数料の額の特例） 

３ 当分の間、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カード（電子署名等に係る

地方公共団体情報システム機構の認証業務に

関する法律（平成１４年法律第１５３号。以

下「公的個人認証法」という。）第２２条第７

項の規定により同条第１項に規定する個人番

号カード用利用者証明用電子証明書が記録さ

れたものに限る。）、電気通信事業法（昭和５

９年法律第８６号）第１２条の２第４項第２

号ロに規定する移動端末設備（その公的個人

認証法第３５条の２第１項に規定する電磁的

記録媒体に同条第７項の規定により同条第１

項に規定する移動端末設備用利用者証明用電

子証明書が記録されたものに限る。）又は行政

手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（平成２５年法律第

２８号）第２０条第１項の規定によりなお従

前の例によることとされた同法第１９条の規

定による改正前の住民基本台帳法第３０条の

４４第１項に規定する住民基本台帳カード

（尼崎市住民基本台帳カードの利用に関する

条例（平成２７年尼崎市条例第２７号）第５

条第１項の規定により同項に規定する利用情

報が記録されたものに限る。）及び同条例第２

条に規定する多機能端末機を使用して同条各

号のいずれかに掲げる書類の交付を請求する

者に対してその交付を行う場合における第２

条第１号の２、第２号、第１０号及び第１７

号から第１９号までの規定の適用について

は、同条第１号の２、第２号及び第１７号か

ら第１９号までの規定中「３００円」とある

付 則 

（手数料の額の特例） 

３ 当分の間、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カード又は住民基本台帳カ

ード（尼崎市住民基本台帳カードの利用に関

する条例（平成２７年尼崎市条例第２７号）

第５条第１項の規定により利用情報が記録さ

れているものに限る。）及び同条例第２条に規

定する多機能端末機を使用して同条各号のい

ずれかに掲げる書類の交付を請求する者に対

してその交付を行う場合における第２条第１

号の２、第２号、第１０号及び第１７号から

第１９号までの規定の適用については、同条

第１号の２、第２号及び第１７号から第１９

号までの規定中「３００円」とあるのは「２

００円」と、同条第１０号中「４５０円」と

あるのは「３５０円」とする。 
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のは「２００円」と、同条第１０号中「４５

０円」とあるのは「３５０円」とする。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５６号 所 管 福祉課 

件 名 尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  阪神バス株式会社等が運行する乗合バスの運賃改定に伴い、高齢者の負担軽減を図

ることを目的として、市の助成額を増額するため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  高齢者バス運賃乗車払カードを使用して、乗合バスを利用する場合の助成額を、 

「１００円」から「１１０円」に改める。 

 

 

 

 

 

３ 施行期日 

  規則で定める日 

 

 

 運賃 市助成額 利用者負担額 

現行 ２１０円 １００円 １１０円 

改正後 ２３０円 １１０円 １２０円 
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尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成条例 

改正後 現 行 

（助成額）  

第４条 略 

   前条第２号に該当する場合 １１０円 

（助成額）  

第４条 略 

  前条第２号に該当する場合 １００円 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５７号 所 管 

保育企画課、こども青少年

課、保育運営課、就学前教

育課 

件 名 
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行等に伴

う関係条例の整理に関する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７

６号）の施行等により、関係条例において法律を引用している条番号等が変更された

ことに伴い、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正の対象となる条例 

   尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例 

   尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例 

   尼崎市子ども・子育て審議会条例 

   尼崎市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

に基づく認定こども園の認定の要件等を定める条例 

 

３ 改正内容 

   上記２ から の条例について、子ども・子育て支援法から引用している条及び

項番号のずれに対応するための改正を行う。 

   上記２ の条例について、引用している告示名称の変更に対応するための改正を

行う。 

 

４ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（入所等の資格） 

第５条 略 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「支援法」という。）第２０

条第４項に規定する教育・保育給付認定子

ども（支援法第１９条第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子ども（支援法第６条

第１項に規定する小学校就学前子どもをい

う。以下同じ。）に該当する者で市長が別に

定める月齢以上であるものに限る。） 

（入所等の資格） 

第５条 略 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「支援法」という。）第２０

条第４項に規定する教育・保育給付認定子

ども（支援法第１９条第１項第２号又は第

３号に掲げる小学校就学前子ども（支援法

第６条第１項に規定する小学校就学前子ど

もをいう。以下同じ。）に該当する者で市長

が別に定める月齢以上であるものに限る。） 

 

30



 

尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（入園等の資格） 

第５条 略 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「支援法」という。）第２０

条第４項に規定する教育・保育給付認定子

ども（支援法第１９条第１号に掲げる小学

校就学前子ども（支援法第６条第１項に規

定する小学校就学前子どもをいう。以下同

じ。）に該当する者で満４歳に達する日以後

の最初の３月３１日を経過したものに限

る。） 

（入園等の資格） 

第５条 略 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「支援法」という。）第２０

条第４項に規定する教育・保育給付認定子

ども（支援法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子ども（支援法第６条第１

項に規定する小学校就学前子どもをいう。

以下同じ。）に該当する者で満４歳に達する

日以後の最初の３月３１日を経過したもの

に限る。） 
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尼崎市子ども・子育て審議会条例（第３条関係） 

改正後 現 行 

（設置） 

第２条 略 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第７２条第１項第１号から第３

号までに規定する事項並びに本市における

子ども・子育て支援（同法第７条第１項に

規定する子ども・子育て支援をいう。）に関

する施策の総合的かつ計画的な推進に関し

必要な事項及び当該施策の実施状況 

（設置） 

第２条 略 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第７７条第１項第１号から第３

号までに規定する事項並びに本市における

子ども・子育て支援（同法第７条第１項に

規定する子ども・子育て支援をいう。）に関

する施策の総合的かつ計画的な推進に関し

必要な事項及び当該施策の実施状況 
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尼崎市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こ

ども園の認定の要件等を定める条例（第４条関係） 

改正後 現 行 

（認定こども園の認定の要件） 

第３条 法第３条第１項及び第３項の条例で定

める要件は、次項から第１５項までに規定す

るもののほか、法第３条第２項各号及び第４

項各号に定める基準並びに就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第３条第２項及び第４項の規定に

基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定め

る施設の設備及び運営に関する基準（平成２

６年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第

２号。以下「告示」という。）に定める基準（告

示第４の５ただし書に規定する基準を除く。

以下この条において「設備運営基準」という。）

（設備運営基準の特例として定められている

基準がある場合には、その基準を含む。）に適

合していることとする。この場合において、

告示第２の２中「３５人」とあるのは、「３５

人（満３歳以上満４歳未満の子どもで編制さ

れる学級で学級担任が１人であるものについ

ては、２５人）」とする。 

（認定こども園の認定の要件） 

第３条 法第３条第１項及び第３項の条例で定

める要件は、次項から第１５項までに規定す

るもののほか、法第３条第２項各号及び第４

項各号に定める基準並びに就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第３条第２項及び第４項の規定に

基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生

労働大臣が定める施設の設備及び運営に関す

る基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚

生労働省告示第２号。以下「告示」という。）

に定める基準（告示第４の５ただし書に規定

する基準を除く。以下この条において「設備

運営基準」という。）（設備運営基準の特例と

して定められている基準がある場合には、そ

の基準を含む。）に適合していることとする。

この場合において、告示第２の２中「３５人」

とあるのは、「３５人（満３歳以上満４歳未満

の子どもで編制される学級で学級担任が１人

であるものについては、２５人）」とする。 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５８号 所 管 

上下水道部経営企画課、お

客さまサービス課、料金・

ＩＣＴ担当 

件 名 尼崎市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

水道料金の納入方法について、納付書払いから口座振替払いへの移行を促進するこ

とで安定的で確実な収納を図るため、平成１７年７月から口座振替割引制度を導入

し、口座振替払いにより料金を納入する場合には、振替日に引き落としする水道料金

から、５５円の割引を行ってきた。  

こうした中、近年では口座振替払いに加え、クレジットカード払いやスマホ決済な

どの支払方法が多様化していることから、口座振替払いのみを対象とした同制度を廃

止するもの。 

また、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関

する政令（平成３０年政令第１５４号）の施行により、本条例において政令から引用

している条番号が変更されたため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

   口座振替割引制度の廃止 

水道使用者が口座振替の方法により料金を納入する場合に料金を５５円割引す

る特例の規定を削除する。 

   その他の整備 

水道法施行令から引用している条番号のずれに対応するための改正を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和５年１２月１日 

ただし、上記２ の改正については、公布の日 
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尼崎市水道事業給水条例 

改正後 現 行 

（給水装置の構造及び材質） 

第６条 給水装置の構造及び材質は、水道法施

行令（昭和３２年政令第３３６号。以下「政

令」という。）第６条の基準に適合しているも

のでなければならない。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給水装置の基準違反等に対する措置） 

第４２条の２ 管理者は、水の供給を受ける者

の給水装置の構造及び材質が政令第６条の基

準に適合していないときは、その者の給水の

申込みを拒み、又はその者が給水装置をその

基準に適合させるまでの間、その者に対する

給水を停止することができる。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置

が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行

した給水装置の新設又は改造の工事に係るも

のでないときは、その者の給水の申込みを拒

み、又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、当該給水装置の構造及び

材質が政令第６条の基準に適合していること

を確認したときは、この限りでない。 

（給水装置の構造及び材質） 

第６条 給水装置の構造及び材質は、水道法施

行令（昭和３２年政令第３３６号。以下「政

令」という。）第５条の基準に適合しているも

のでなければならない。 

（口座振替による納入の場合の料金の特例） 

第３８条の２ 水道使用者が口座振替の方法に

より料金（定例日に計量した使用水量を基礎

として算定する料金に限る。）を納入する場合

は、第３０条第１項、第３１条第１項、第２

項又は第４項、第３３条第１項及び第３５条

の規定により算定された料金の額から５５円

（当該料金の額が５５円を超えないときは、

当該料金の額）を控除した額を当該水道使用

者の料金の額とする。ただし、当該水道使用

者の責めに帰すべき事由により管理者が最初

に期限として指定した日を経過した後に料金

を納入する場合は、この限りでない。 

（給水装置の基準違反等に対する措置） 

第４２条の２ 管理者は、水の供給を受ける者

の給水装置の構造及び材質が、政令第５条の

基準に適合していないときは、その者の給水

の申込みを拒み、又はその者が給水装置をそ

の基準に適合させるまでの間、その者に対す

る給水を停止することができる。 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置

が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施

行した給水装置の新設又は改造の工事に係る

ものでないときは、その者の給水の申込みを

拒み、又はその者に対する給水を停止するこ

とができる。ただし、当該給水装置の構造及

び材質が政令第５条の基準に適合しているこ

とを確認したときは、この限りでない。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５９号 所 管 住宅政策課 

件 名 
尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例につい

て 

内       容 

１ 廃止理由等 

尼崎市立富松住宅は、尼崎市民共済生活協同組合が行っていた住宅事業が法改正に

より継続できなくなったことを受けて、本市が同組合から住宅事業を承継し、平成２

５年４月から１０年間を目途に公の施設として管理運営してきたところ、令和４年度

末をもって、すべての入居者の住み替えが完了したことから、当該住宅を廃止するた

め、尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例を廃止するもの。 

あわせて、尼崎市立富松住宅管理基金条例について、廃止後の尼崎市立富松住宅の

管理等に要する経費の財源として処分することができるよう所要の整備を行うもの。 

 

２ 廃止内容等 

  尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例を廃止する。 

  尼崎市立富松住宅管理基金条例第１条の設置の規定のうち、「尼崎市立富松住宅」

を「廃止前の尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例第２条第１項の規定に

より設置された尼崎市立富松住宅及びその用に供されていた建築物等で現に存す

るもの」に改める。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例（第１条関係） 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、尼崎市立富松住宅（駐車場その他の付帯施設を含む。以下「富松住宅」と

いう。）の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 この条例の施行前において尼崎市民共済生活協同組合（以下「組合」という。）が設置し

た尼崎市民共済生協住宅富松団地（以下「旧富松住宅」という。）に居住していた者その他の市

民に賃貸するための住宅及びその付帯施設として、富松住宅を設置する。 

２ 富松住宅の位置は、尼崎市富松町３丁目とする。 

（入居者資格） 

第３条 富松住宅の住宅（以下「住宅」という。）に入居することができる者は、次に掲げる要件

を備える者でなければならない。 

  平成２５年３月１日（以下「基準日」という。）において旧富松住宅に居住していた者（以

下「従前入居者」という。）であること。 

  その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、住宅に入居する

ことができる者の資格を別に定めることができる。 

（入居の申込み等） 

第４条 前条第１項各号に掲げる要件を備える者又は同条第２項の規定により定められた資格を

有する者のうち住宅への入居を希望する者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをし

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから住宅に入居すべき者を選定した

ときは、速やかに、その旨をその選定された者に通知するものとする。 

（入居手続） 

第５条 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「入居予定者」という。）は、当該通知が

あった日から１０日を経過する日（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、市長が定

める日。以下「入居手続期限」という。）までに、次に掲げる手続をしなければならない。 

  連帯保証人が連署する使用証書その他規則で定める書類を市長に提出すること。 

  第１０条第１項に規定する額の敷金を市長が定める方法により納付すること。 

２ 市長は、入居予定者について特別の事情があると認めるときは、前項第１号の規定による連

帯保証人の連署を求めないことができる。 

３ 市長は、入居予定者が第１項各号に掲げる手続を完了したときは、当該入居予定者に対し、

住宅への入居の承認（以下「入居承認」という。）を行い、その旨を当該住宅に入居することが

できる日として市長が指定する日（以下「入居可能日」という。）と併せて通知するものとする。 

４ 入居承認を受けた者（以下「入居者」という。）は、入居可能日から起算して１５日を経過す
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る日（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、市長が定める日。以下「入居期限」と

いう。）までに、住宅に入居しなければならない。 

（入居の不承認等） 

第６条 市長は、入居予定者が次のいずれかに該当するときは、入居承認を行わないものとする。 

  偽りその他不正の手段により入居承認を受けようとしたとき。 

  入居手続期限までに前条第１項各号に掲げる手続を完了しないとき。 

２ 市長は、入居者が正当な理由なく入居期限までに住宅に入居しないときは、その入居承認を

取り消すことができる。 

（家賃の月額） 

第７条 住宅の家賃の月額は、次表の左欄に掲げる種別等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に

掲げる金額とする。 

種別等 金額（１戸につき） 

２ＤＫ １階から４階まで ４０，０００円

５階 ３９，８００円

３ＤＫ １階から４階まで ５０，０００円

５階 ４９，８００円

（家賃の納付等） 

第８条 入居者（第１５条第１項の規定により市長の承認を受けて住宅に居住する者を含む。以

下同じ。）は、入居可能日から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日（以下これらの

日を「明渡し日等」という。）までの期間について、家賃を納付しなければならない。 

  次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 第１７条第１号の規定により住宅の明渡しをし

ようとする日として入居者が市長に届け出た日又は住宅を明け渡した日のいずれか遅い日 

  入居者が第１７条第１号に掲げる手続を行わずに住宅を明け渡した場合 その明渡しの日

として市長が認定した日 

  第１８条第１項の規定による住宅の明渡しの請求があった場合 当該請求があった日又は

住宅を明け渡した日のいずれか早い日 

２ 入居者は、毎月末日（月の中途で住宅を明け渡す場合は、その明渡しの日）までに、その月

分の家賃を納付しなければならない。 

３ 入居可能日又は明渡し日等が月の中途である場合のその月分の家賃の額は、日割りにより計

算する。この場合において、日割りにより計算した家賃の額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

（連帯保証人） 

第９条 第５条第１項第１号の連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同程度以

上の収入を有する者で市長が適当と認めるものでなければならない。 

２ 入居者（第５条第２項の規定により連帯保証人の連署が不要とされている者を除く。）は、連

帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する要件を備える者を新たに連

帯保証人として立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、こ
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の限りでない。 

  住所が不明になったとき。 

  後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 

  失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。 

  死亡したとき。 

（敷金） 

第１０条 敷金は、入居予定者が入居しようとする住宅の家賃の６月分に相当する額とする。 

２ 第５条第１項第２号の規定により納付された敷金は、入居者が住宅を明け渡した後に、その

入居者であった者（以下この項において「元入居者」という。）に還付する。ただし、未納の家

賃、損害賠償金その他元入居者から徴収すべき金銭（以下「徴収金」という。）があるときは、

当該敷金の額から当該徴収金に相当する額を控除して得た額を当該元入居者に還付する。 

３ 前項の規定により還付する敷金には、利子を付けない。 

４ 敷金の運用から生じる利益金は、富松住宅の整備その他の入居者の利便のために使用するも

のとする。 

（入居者の費用負担） 

第１１条 富松住宅における次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

  電気、ガス、水道及び下水道の使用料 

  廃棄物の処理、清掃等に要する費用 

  給水施設その他入居者の共用の施設の使用及び維持に要する費用 

  畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他規則で定める軽微な修繕に要す

る費用 

  住宅内の給水栓、点滅器その他規則で定める付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要

する費用 

  入居者の責めに帰すべき事由により必要となった富松住宅の修繕（前２号の修繕に該当す

るものを除く。）に要する費用 

（入居者の保管義務等） 

第１２条 入居者は、富松住宅（駐車場を除く。次項において同じ。）の使用について必要な注意

を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。 

２ 入居者は、その責めに帰すべき事由により富松住宅を汚損し、毀損し、又は滅失させたとき

は、直ちに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

３ 入居者及びその同居者（入居承認又は第１４条第１項の承認を受けて入居者と同居する者を

いう。以下同じ。）は、その居住する住宅以外の住宅の入居者、その同居者等に対して粗暴な言

動その他の共同生活の維持を阻害する行為で規則で定めるもの（以下「迷惑行為」という。）を

行ってはならない。 

４ 入居者は、その同居者が迷惑行為を行うことを防止しなければならない。 

（転貸等の禁止） 

第１３条 入居者は、その居住する住宅を他の者に貸し、又はその居住の権利を他の者に譲渡し

てはならない。 
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２ 入居者は、その居住する住宅の用途を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認

を受けたときは、当該住宅の一部を他の用途に併用することができる。 

３ 入居者は、その居住する住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は富松住宅の敷地内に建物、

工作物その他の物件（以下「建物等」という。）を設置してはならない。ただし、市長が、原状

への回復又は建物等の撤去が容易であると認め、かつ、入居者が当該住宅を明け渡す際その負

担において原状に回復し、又は建物等を撤去することを条件として承認した場合は、この限り

でない。 

（同居の承認） 

第１４条 入居者は、入居承認を受けて入居者と同居した者以外の者を同居させようとするとき

は、市長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を与える場合の基準は、次のいずれにも該当することとする。 

  第１８条第１項第１号から第３号まで及び第５号のいずれにも該当しないこと。 

  その他規則で定める場合 

（入居の承継） 

第１５条 入居者が死亡し、又はその居住する住宅から退去した場合において、その死亡時又は

退去時における当該入居者の同居者は、市長の承認を受けて、引き続き当該入居者が居住して

いた住宅に居住することができる。 

２ 前項の承認を与える場合の基準は、次のいずれにも該当することとする。 

  前項の承認を受けようとする同居者が基準日において従前入居者と同居していた者である

こと。 

  前条第２項第１号に掲げる基準 

（入居者の届出義務） 

第１６条 入居者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

  住宅を引き続き１５日以上使用しないとき。 

  出生、死亡、転出その他の事由によりその同居者に異動が生じたとき。 

（住宅の明渡しの手続等） 

第１７条 入居者は、その居住する住宅の明渡しをしようとするときは、あらかじめ、次の各号

に掲げる手続等をしなければならない。 

  住宅の明渡しをしようとする日の１０日前までに当該明渡しをする旨及び当該明渡しをし

ようとする日を市長に届け出て、第３２条第１項の規定により置かれた富松住宅監理員等の

検査を受けること。 

  第１１条第４号から第６号までに掲げる費用を清算すること。 

  住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は富松住宅の敷地内に建物等を設置した場合にあ

っては、第１号の検査の日前に入居者の負担において原状に回復し、又は建物等を撤去し、

若しくは本市に無償で譲渡すること。 

（住宅の明渡しの請求等） 

第１８条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、その居
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住する住宅の明渡しを請求することができる。 

  偽りその他不正の手段により入居承認又は第１５条第１項の承認を受けたとき。 

  家賃を３月以上滞納したとき。 

  富松住宅を故意に汚損し、又は毀損したとき。 

  正当な理由なく１５日以上住宅を使用しないとき。 

  この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

２ 前項の規定による住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該住宅を明け渡さなけれ

ばならない。この場合において、本市は、当該請求を受けた者がその明渡し等によって損害を

受けても、その損害について賠償等の責任を負わない。 

３ 市長は、第１項の規定による住宅の明渡しの請求を行ったときは、当該請求があった日の翌

日から当該住宅の明渡しの日までの期間については、毎月、当該請求を受けた者から当該住宅

の家賃の額の２倍に相当する額の金銭を徴収することができる。 

（使用許可） 

第１９条 富松住宅の駐車場（以下「駐車場」という。）を使用しようとする者は、市長の許可を

受けなければならない。 

（使用者資格） 

第２０条 駐車場を使用することができる者は、入居者又は同居者で規則で定める要件を備える

ものでなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、駐車場の使用状況等を勘案して特に必要があると認める

ときは、駐車場を使用することができる者の資格を別に定めることができる。 

（駐車場の使用の対象となる自動車） 

第２１条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸

省令第７４号）別表第１に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車で規則で定める規格を

満たすものとする。 

（使用の申込み等） 

第２２条 第２０条第１項に規定する要件を備える者又は同条第２項の規定により定められた資

格を有する者のうち駐車場の使用を希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用

の申込みをしなければならない。 

２ 前項の規定による駐車場の使用の申込みは、１世帯につき１区画に限り行うことができる。

ただし、規則で定める事由に該当する場合は、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定により駐車場の使用の申込みをした者（以下「使用申込者」という。）

のうちから駐車場を使用すべき者を選定したときは、速やかに、その旨をその選定された者に

通知するものとする。 

（使用者の公募等） 

第２３条 市長は、使用申込者の数が駐車場の区画数に満たない場合において、特に必要がある

と認めるときは、規則で定めるところにより、駐車場を使用する者を公募することができる。 

２ 前条第１項の規定は、前項の規定による公募において駐車場の使用を希望する者について準

用する。 
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３ 市長は、前項において準用する前条第１項の規定により駐車場の使用の申込みをした者（以

下「公募使用申込者」という。）のうち規則で定める要件を備える者を、駐車場を使用すべき者

として選定するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、公募使用申込者の数が公募に係る駐車場の区画数を超える場合は、

当該公募使用申込者について抽選を行い、当該抽選により選出された者のうち規則で定める要

件を備える者を駐車場を使用すべき者として選定するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、市長は、公募使用申込者が規則で定める要件を備え、かつ、当該

公募使用申込者に駐車場を使用させる必要があると認めるときは、優先的に当該公募使用申込

者を駐車場を使用すべき者として選定することができる。 

６ 前条第３項の規定は、第３項から前項までの規定により駐車場を使用すべき者を選定した場

合について準用する。 

（使用手続） 

第２４条 第２２条第３項（前条第６項において準用する場合を含む。）の規定による通知を受け

た者（以下「使用予定者」という。）は、当該通知があった日から１０日を経過する日（市長が

やむを得ない事情があると認めるときは、市長が定める日。以下「使用手続期限」という。）ま

でに、次に掲げる手続をしなければならない。 

  駐車場使用証書を市長に提出すること。 

  第２８条第１項に規定する額の保証金を市長が定める方法により納付すること。 

２ 市長は、使用予定者が前項各号に掲げる手続を完了したときは、当該使用予定者に対し、駐

車場の使用の許可（以下「使用許可」という。）を行い、その旨を通知するものとする。 

３ 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、当該使用許可を受けた日（以下「使用許

可日」という。）から１５日を経過する日（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、市

長が定める日。以下「使用開始期限」という。）までに、駐車場の使用を開始しなければならな

い。 

（使用の不許可等） 

第２５条 市長は、使用予定者が次のいずれかに該当するときは、使用許可を行わないものとす

る。 

  偽りその他不正の手段により使用許可を受けようとしたとき。 

  使用手続期限までに前条第１項各号に掲げる手続を完了しないとき。 

２ 第６条第２項の規定は、使用者が正当な理由なく使用開始期限までに駐車場の使用を開始し

ない場合について準用する。この場合において、同項中「入居承認」とあるのは、「使用許可」

と読み替えるものとする。 

（駐車場使用料の月額） 

第２６条 駐車場の使用料（以下「駐車場使用料」という。）の月額は、次表の左欄に掲げる駐車

場の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。 

駐車場 金額（１区画につき） 

屋根付き駐車場 １０，０００円

屋根無し駐車場 ７，０００円
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（駐車場使用料の納付等） 

第２７条 使用者は、使用許可日から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までの期

間について、駐車場使用料を納付しなければならない。 

  次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 第２９条の規定により駐車場の明渡しをしよう

とする日として使用者が市長に届け出た日又は駐車場を明け渡した日のいずれか遅い日 

  使用者が第２９条の規定による届出を行わずに駐車場を明け渡した場合 その明渡しの日

として市長が認定した日 

  第３０条第１項の規定による使用許可の取消し及び駐車場の明渡しの請求があった場合 

当該取消しの日又は駐車場を明け渡した日のいずれか早い日 

２ 第８条第２項及び第３項の規定は、駐車場使用料について準用する。この場合において、同

条第２項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、同条第３項

中「入居可能日又は明渡し日等」とあるのは「使用許可日又は第２７条第１項各号に定める日」

と読み替えるものとする。 

（保証金） 

第２８条 保証金は、使用予定者が使用しようとする駐車場の駐車場使用料の３月分に相当する

額とする。 

２ 第１０条第２項及び第３項の規定は、前項の保証金について準用する。この場合において、

同条第２項中「第５条第１項第２号」とあるのは「第２４条第１項第２号」と、「入居者が住宅」

とあるのは「使用者が駐車場」と、「その入居者」とあるのは「その使用者」と、「元入居者」

とあるのは「元使用者」と、同項ただし書中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替え

るものとする。 

（駐車場の明渡しの手続） 

第２９条 使用者は、その使用する駐車場の明渡しをしようとするときは、当該駐車場の明渡し

をしようとする日の１０日前までに当該明渡しをする旨及び当該明渡しをしようとする日を市

長に届け出なければならない。 

（使用許可の取消し等） 

第３０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用許可を取り消し、

その使用する駐車場の明渡しを請求することができる。 

  使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。 

  使用者が駐車場使用料を３月以上滞納したとき。 

  使用者が駐車場及びその付帯する設備を故意に毀損したとき。 

  使用者が第２０条第１項に規定する要件若しくは第２３条第３項、第４項若しくは第５項

に規定する要件を備えなくなり、又は第２０条第２項の規定により定められた資格を失った

とき。 

  前各号に掲げる場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

２ 前項の規定による使用許可の取消し及び駐車場の明渡しの請求（以下「取消処分等」という。）

を受けた者は、速やかに、当該取消処分等の対象となる駐車場を明け渡さなければならない。

この場合において、本市は、当該取消処分等を受けた者がその明渡し等によって損害を受けて
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も、その損害について賠償等の責任を負わない。 

３ 市長は、取消処分等を行ったときは、当該取消処分等があった日の翌日から当該取消処分等

に係る駐車場の明渡しの日までの期間については、毎月、当該取消処分等を受けた者から当該

駐車場の駐車場使用料の額の２倍に相当する額の金銭を徴収することができる。 

４ 市長は、取消処分等を受けた者が当該取消処分等に係る駐車場を明け渡さない場合において、

法令に定める手続にのっとり駐車場に置かれている自動車を当該駐車場から撤去したときは、

当該取消処分等を受けた者から当該自動車の撤去に要した費用等に相当する額の金銭を徴収す

ることができる。 

（準用） 

第３１条 第１２条第１項から第３項まで及び第１３条の規定は、使用者について準用する。こ

の場合において、第１２条第１項中「富松住宅（駐車場を除く。次項において同じ。）」とある

のは「駐車場及びその付帯する設備」と、同条第２項中「富松住宅」とあるのは「駐車場及び

その付帯する設備」と、同条第３項中「居住する住宅以外の住宅の入居者、その同居者等」と

あるのは「使用する駐車場以外の駐車場の使用者等」と、第１３条第１項中「居住する住宅」

とあるのは「使用する駐車場」と、「居住の」とあるのは「使用の」と、同条第２項中「居住す

る住宅」とあるのは「使用する駐車場」と、同項ただし書中「住宅」とあるのは「駐車場」と、

同条第３項中「居住する住宅」とあるのは「使用する駐車場」と、同項ただし書中「住宅」と

あるのは「駐車場」と読み替えるものとする。 

（富松住宅監理員） 

第３２条 富松住宅の管理に関する事務をつかさどり、富松住宅を良好な状態に維持するよう入

居者に必要な指導を行わせるため、富松住宅監理員を置く。 

２ 富松住宅監理員は、本市職員のうちから市長が任命する。 

（住宅の検査） 

第３３条 市長は、富松住宅の管理上必要があると認めるときは、富松住宅監理員又は市長が指

定する職員に富松住宅を検査させることができる。 

２ 現に入居者が居住している住宅に前項の検査のため立ち入ろうとする者は、あらかじめ、そ

の旨を当該住宅の入居者に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により富松住宅の検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の

請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 入居者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による検査を拒み、又は妨げてはならない。 

（富松住宅の管理） 

第３４条 富松住宅の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体（以下「法人等」という。）であって市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

（指定管理者の指定の申請） 

第３５条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定めるところにより、指定管理

者指定申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（指定管理者の選定） 
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第３６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請の内容を次の各号に掲げる

基準に照らして審査し、富松住宅の管理を行わせるに最適な法人等を、指定管理者の指定を受

けるべきものとして選定するものとする。 

  富松住宅の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるも

のであること。 

  富松住宅の管理を安定して行う能力を有していること。 

  前２号に掲げるもののほか、富松住宅の設置目的を達成するために十分な能力を有してい

ること。 

（指定管理者の指定等の公告） 

第３７条 市長は、前条の規定により選定した法人等を指定管理者に指定したときは、その旨を

公告するものとする。地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を取

り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第３８条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

  家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。 

  富松住宅の維持管理に関すること。 

  その他市長が必要と認める業務 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第３９条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、富松住宅の管理を

行わなければならない。 

（家賃等を免れた者に対する過料） 

第４０条 市長は、詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者

に対して、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（その額が５０，０００円を超えない

ときは、５０，０００円）以下の過料を科すことができる。 

（委任） 

第４１条 この条例に定めるもののほか、富松住宅の管理について必要な事項は、規則で定める。 
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尼崎市立富松住宅管理基金条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（設置） 

第１条 尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関

する条例の廃止等に関する条例（令和５年尼

崎市条例第  号）第１条の規定による廃止

前の尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関す

る条例（平成２４年尼崎市条例第３９号）第

２条第１項の規定により設置された尼崎市立

富松住宅及びその用に供されていた建築物等

で現に存するものの管理等に要する経費の財

源を確保するため、尼崎市立富松住宅管理基

金（以下「基金」という。）を設置する。 

（設置） 

第１条 尼崎市立富松住宅（以下「富松住宅」

という。）の管理等に要する経費の財源を確

保するため、尼崎市立富松住宅管理基金（以

下「基金」という。）を設置する。 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第６０号 所 管 予防課 

件 名 尼崎市火災予防条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令（令和５

年総務省令第８号）の制定により、急速充電設備の全出力の上限等の規制が見直され

ることから、当該内容に合わせた規定の整備を行うもの。 

また、喫煙に係る標識の規制の見直しを行うため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

   急速充電設備の規制の見直しに係る改正 

 ア 急速充電設備の定義を次のとおり改める。 

(ア) 充電対象に、現行の電気を動力源とする自動車及び原動機付自転車に加え、

船舶、航空機等を追加する。 

(イ) 全出力の上限（現行：２００キロワット）を撤廃する。 

(ウ) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための機器）を用い

て充電することを明記する。 

(エ) 分離型の急速充電設備（変圧機能を有する「本体」とコネクター及び充電用

ケーブルを収納する「充電ポスト」が別の設備で構成されるもの）については、

充電ポストを含むこととする。 

 イ 屋外に設置する急速充電設備は建築物から３メートル以上の距離を保つ規制

等について、分離型の急速充電設備に係る充電ポストは含まないこととする。 

  喫煙に係る標識の規制の見直しに係る改正 

喫煙等を禁止する場所を有する防火対象物の関係者が喫煙所に標識を設置する

義務について、健康増進法に規定する喫煙専用室の標識が設置されている場合は適

用しないこととする。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

ただし、上記２ の改正については、令和５年１０月１日 
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尼崎市火災予防条例 

改正後 現 行 

（急速充電設備） 

第１２条の２ 急速充電設備（本体充電設備（そ

の内部で電気を変圧したうえで、電気自動車

等（自動車、原動機付自転車、船舶、航空機

等で電気を動力源とするものをいう。以下同

じ。）を充電する設備（全出力が２０キロワ

ット以下であるものを除く。）をいう。以下

同じ。）、充電用ケーブルその他充電に必要

な設備又は機器をいい、その充電の際にコネ

クター（充電用ケーブルを電気自動車等に接

続するための機器をいう。以下この条におい

て同じ。）を用いるものに限る。以下同じ。）

の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる

基準によらなければならない。 

  屋外に設ける急速充電設備にあっては、

建築物から３メートル以上の距離を保つこ

と。ただし、次のいずれかに該当する設備

又は機器にあっては、この限りでない。 

  ア 本体充電設備に係る全出力が５０キロ

ワット以下である急速充電設備 

  イ 不燃材料で造られ、又は覆われた外壁

で開口部のないものに面する急速充電設

備 

  ウ 分離型急速充電設備（急速充電設備の

うち、本体充電設備、充電ポスト（充電

用ケーブル及びコネクターを収納する設

備で電気自動車等を充電する際に当該充

電用ケーブルを接続するもの（電気を変

圧する機能を有しないものに限る。）で

あって、本体充電設備の外部に設置され、

これとケーブルにより接続される設備を

いう。以下この条において同じ。）その

他充電に必要な設備又は機器により構成

されるものをいう。以下この条において

同じ。）に係る充電ポスト 

  エ 消防長が延焼を防止するための措置が

（急速充電設備） 

第１２条の２ 急速充電設備（その内部で電気

を変圧したうえで、電気自動車等（道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１

項第９号に規定する自動車又は同項第１０号

に規定する原動機付自転車（以下この条にお

いて「自動車等」という。）で電気を動力源

とするものをいう。以下この条において同

じ。）に充電する設備（充電用ケーブルその

他当該設備に付属する機器を含み、全出力２

０キロワット以下のもの及び全出力２００キ

ロワットを超えるものを除く。）をいう。以

下同じ。）の位置、構造及び管理は、次の各

号に掲げる基準によらなければならない。 

   屋外に設ける急速充電設備（全出力５０

キロワット以下のもの及び消防長が延焼を

防止するための措置が講じられていると認

めるものを除く。）にあっては、建築物か

ら３メートル以上の距離を保つこと。ただ

し、不燃材料で造られ、又は覆われた外壁

で開口部のないものに面するときは、この

限りでない。 
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講じられていると認める急速充電設備 

  筐体は、不燃性の金属材料で造ること。

ただし、分離型急速充電設備に係る充電ポ

ストにあっては、この限りでない。 

  コネクターと電気自動車等とが確実に接

続されていない場合に充電を開始しないよ

うにする措置を講ずること。 

  コネクターが電気自動車等に接続されて

いる状態で電圧が加えられている場合に当

該コネクターが当該電気自動車等から外れ

ないようにする措置を講ずること。 

 

 

  急速充電設備を手動で緊急に停止させる

ことができる装置を、当該急速充電設備の

利用者が異常を認めたときに速やかに操作

することができる箇所に設けること。 

  急速充電設備と電気自動車等との衝突を

防止する措置を講ずること。 

  蓄電池（主として保安のために設けるも

のを除く。以下この条において同じ。）を

内蔵しているものにあっては、次に掲げる

措置を講ずること。 

  分離型急速充電設備に係る充電ポストに

蓄電池を内蔵しないこと。 

 ・  略 

（喫煙等） 

第２４条 次の各号に掲げる場所のうち消防長

が指定する場所において喫煙し、若しくは裸

火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険

な物品を持ち込んではならない。ただし、消

防署長が火災予防上支障がないと認める場合

は、この限りでない。 

  第１号及び第２号に掲げる場所のほか、

火災が発生した場合に人命に危険が生ずる

おそれがある場所 

２ 前項の規定により喫煙し、若しくは裸火を

使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込

 

  筐体は、不燃性の金属材料で造ること。 

 

 

  急速充電設備と電気自動車等とが確実に

接続されていない場合に充電を開始しない

ようにする措置を講ずること。 

  コネクター（充電用ケーブルを電気自動

車等に接続するための機器をいう。以下こ

の条において同じ。）と電気自動車等との

接続部に電圧が加えられている場合に当該

接続部が外れないようにする措置を講ずる

こと。 

  急速充電設備を手動で緊急に停止させる

ことができる措置を講ずること。 

 

 

  自動車等の衝突を防止する措置を講ずる

こと。 

  蓄電池を内蔵しているものにあっては、

次に掲げる措置を講ずること。 

 

 

 

 

  ・  略 

（喫煙等） 

第２４条 次の各号に掲げる場所で、消防長が

指定する場所においては、喫煙し、若しくは

裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危

険な物品を持ち込んではならない。ただし、

消防署長が火災予防上支障がないと認める場

合は、この限りでない。 

  第１号及び第２号に掲げるもののほか、

火災が発生した場合に人命に危険を生ずる

おそれのある場所 

２ 前項の喫煙し、若しくは裸火を使用し、又

は火災予防上危険な物品を持ち込んではなら
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んではならない場所（以下「喫煙等禁止場所」

という。）には、見やすい箇所に「禁煙」、

「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の

文字を表示した標識を設けなければならな

い。 

 

 

３ 喫煙等禁止場所（第１項第３号に掲げる場

所におけるものを除く。）を有する防火対象

物の関係者は、次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該号に定める措置を講じなければ

ならない。 

  当該防火対象物内において全面的に喫煙

が禁止されている場合 当該防火対象物内

において全面的に喫煙が禁止されている旨

を表示した標識の設置その他の当該防火対

象物内における全面的な喫煙の禁止を確保

するために必要な措置で消防署長が適当と

認めるもの 

  前号に掲げる場合以外の場合 当該防火

対象物内における次に掲げる措置 

ア 適当な数の吸い殻容器を設けた適当な

数の喫煙所の設置 

 イ 喫煙所の出入口の見やすい箇所におけ

る「喫煙所」の文字を表示した標識の設

置 

４ 前項（第２号アに係る部分に限る。）の規

定により劇場等に喫煙所を設ける場合は、当

該喫煙所は、当該劇場等の階ごとに、客席及

び廊下（通行の用に供しない部分を除く。）

以外の場所に設けなければならない。ただ

し、当該劇場等の一部の階において全面的に

喫煙が禁止されている旨を表示した標識の

設置その他の当該階における全面的な喫煙

の禁止を確保するために必要な措置で消防

署長が適当と認めるものを講じたときは、当

該階において喫煙所を設けないことができ

る。 

ない場所（以下「喫煙等禁止場所」という。）

には、見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」

又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

を設けなければならない。この場合において、

併せて図記号による標識を設けるときは、消

防長が別に定めるものとしなければならな

い。 

３ 喫煙等禁止場所（第１項第３号に掲げる場

所を除く。）を有する防火対象物の関係者は、

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該

号に定める措置を講じなければならない。 

 

  当該防火対象物内において全面的に喫煙

が禁止されている場合 当該防火対象物内

において全面的に喫煙が禁止されている旨

の標識の設置その他の当該防火対象物内に

おける全面的な喫煙の禁止を確保するため

に消防署長が火災予防上必要と認める措置 

 

  前号に掲げる場合以外の場合 適当な数

の吸い殻容器を設けた喫煙所の設置及び当

該喫煙所における「喫煙所」と表示した標

識の設置（当該標識の設置に併せて図記号

による標識を設けるときは、当該図記号に

よる標識は消防長が別に定めるものとする

こと。） 

４ 前項第２号に掲げる場合において、劇場等

に設ける喫煙所は、階ごとに客席及び廊下（通

行の用に供しない部分を除く。）以外の場所

に設けなければならない。ただし、劇場等の

一部の階において全面的に喫煙が禁止されて

いる旨の標識の設置その他の当該階における

全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署

長が火災予防上必要と認める措置を講じたと

きは、当該階において喫煙所を設けないこと

ができる。 

 

 

52



 

５ 前項の喫煙所の床面積の合計面積は、当該

喫煙所を設ける劇場等の客席の床面積の合計

面積の３０分の１以上の面積でなければなら

ない。ただし、消防署長が当該劇場等の利用

状況等から判断して火災予防上支障がないと

認める場合は、この限りでない。 

６ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）

第３３条第２項の規定により防火対象物の関

係者が同項に規定する喫煙専用室標識を掲示

したときは、その掲示に係る喫煙所について

は、第３項の規定により同項第２号イに掲げ

る措置を講じたものとみなす。 

７ 第２項又は第３項第２号イに規定する標識

の設置に併せて図記号による標識を設けると

きは、当該標識は消防長が別に定める様式に

より作成しなければならない。 

８ 喫煙等禁止場所の関係者は、当該喫煙等禁

止場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又

は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込

もうとしている者があるときは、これを制止

しなければならない。 

（火を使用する設備等の設置の届出） 

第５５条 略 

  急速充電設備（その本体充電設備に係る

全出力が５０キロワット以下であるものを

除く。） 

付 則 

（指定たばこ専用喫煙室標識を掲示した場合の

特例） 

３ 健康増進法の一部を改正する法律（平成３

０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定

により読み替えて健康増進法第３３条第２項

の規定を適用する場合における第２４条第６

項の規定の適用については、同項中「健康増

進法」とあるのは「健康増進法の一部を改正

する法律（平成３０年法律第７８号）附則第

３条第１項の規定により読み替えて適用する

健康増進法」と、「喫煙専用室標識」とある

５ 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床

面積の合計の３０分の１以上としなければな

らない。ただし、消防署長が当該場所の利用

状況等から判断して火災予防上支障がないと

認める場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 喫煙等禁止場所の関係者は、当該場所で喫

煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所

に火災予防上危険な物品を持ち込もうとして

いる者があるときは、これを制止しなければ

ならない。 

（火を使用する設備等の設置の届出） 

第５５条 略 

  急速充電設備（全出力５０キロワット以

下のものを除く。） 

 

付 則 
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のは「指定たばこ専用喫煙室標識」とする。 

４～７ 略 

 

３～６ 略 

 

54



（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６１号 所 管 ダイバーシティ推進課 

件 名 訴えの提起について（土地明渡し等請求事件） 

内       容 

１ 提起理由 

資材等の物件を置いて本市所有の土地を不法に占有しているため、物件を撤去する

よう指導してきたがこれに応じない者に対し、当該土地の明渡し及び貸付料相当額の

損害賠償金の支払いを求めるもの。 

 

２ 当事者 

  原告 

  尼崎市 代表者 尼崎市長 松本 眞 

  被告氏名・法人名 

 ア ○○○○○ 

 イ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 

３ 不法占有されている本市所有の土地の所在地及び面積 

所在地 面積 

戸ノ内町３丁目６９８－２５ １４８．７２㎡ 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

 

種 別 その他 番 号 議案第６２号 所 管 学校ＩＣＴ推進課 

件 名 物件の買入れについて（尼崎市立小学校・特別支援学校電子黒板） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  ＧＩＧＡスクール構想において整備した１人１台の学習者用端末をより有効に活

用した授業を実施するとともに、主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善をさら

に進めていくため、現在、尼崎市立小学校及び特別支援学校（小学部）に設置してい

る大型テレビを、タッチパネル操作が可能な電子黒板に更新する。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  電子黒板（付属品含む） ９６８台 

 

３ 買入れの方法 

 随意契約（公募型プロポーザル方式） 

 

※ 事業者の選定にあたっては、選定会議において、本件（尼崎市立小学校・特別支

援学校電子黒板）について、応募者からの提案内容を審査し、企画提案書、プレゼ

ンテーション及び電子黒板のデモンストレーションの評価を提案点、提案価格の評

価を価格点とし、提案点と価格点の合計点で優先交渉権者を選定した。 

 

４ 買入れの金額 

  ２７７，９１２，８００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

 

５ 買入れの相手方 

神戸市中央区京町７４京町７４番ビル９Ｆ 

株式会社フューチャーイン 関西支店 

支店長 馬渕 祐一 

 

６ 納期 

  令和５年９月３０日 
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応募事業者及び審査結果 

＜応募事業者＞ 

 

＜審査結果＞ 

応募事業者 提案点 価格点 合計点 合計点順位 

株式会社フューチャーイン 

関西支店 
４，２０４ ８３０ ５，０３４ １ 

株式会社内田洋行 大阪支店 ３，０８０ １，９５０ ５，０３０ ２ 

株式会社ニチワ ２，５６０ ２，４４０ ５，０００ ３ 

シャープマーケティングジャ

パン株式会社 
２，９２８ １，１９５ ４，１２３ ４ 

 

 

 法人等の名称 代表者名 所在地 

１ 株式会社内田洋行 大阪支店 
大阪支店長 

岡野 清吾 

大阪市中央区和泉町２丁目２番

２号 

２ 
シャープマーケティングジャ

パン株式会社 

取締役 

美甘 將雄 

八尾市北亀井町３丁目１番７２

号 

３ 株式会社ニチワ 
代表取締役 

浅井 一成 

神戸市中央区磯辺通２丁目１番

１３号 

４ 
株式会社フューチャーイン 

関西支店 

支店長 

馬渕 祐一 

神戸市中央区京町７４ 京町７

４番ビル９Ｆ 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６３号 所 管 住宅整備担当 

件 名 事業契約について（（仮称）市営若草住宅建替事業） 

内       容 

１ 事業契約の概要 

  （仮称）市営若草住宅の建設 

  既存住宅の解体 

  上記 及び に係る設計・調査業務及び工事監理業務 

  入居者移転支援業務 

 

２ 事業手法 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事

業者が施設の設計・建築等を行い、施設完成後にその所有権を市に移転するＢＴ方式

（ＰＦＩ事業）により実施する。 

 

３ 契約の相手方 

株式会社柄谷工務店を代表企業とするグループ 

代表企業 尼崎市玄番南之町４番地 

株式会社柄谷工務店 

取締役社長 柄谷 順一郎 

 

４ 契約金額 

８，２３０，４２０，０００円 

※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。ただし、入居者移転支援業務に係る経

費に一部消費税等対象外経費あり。 

 

５ 契約の方法 

一般競争入札（総合評価） 

学識経験者５名による選定委員会において、入札参加者からの提案内容を審査し、

技術評価点と入札価格から算出した価格点が落札者決定基準を満たしていた株式会

社柄谷工務店を代表企業とするグループを落札者候補として選定した。 
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＜審査結果＞ 

入札参加者 ①技術評価点 ②価格点 ③総合評価点 順位 

（代表企業） 

柄谷工務店 
８９．５０ ８０．００ １６９．５０ １ 

① 技術評価点：選定委員会による評価（配点１２０点） 

② 価格点：（最も低い入札価格／当該入札価格）×（配点８０点） 

 

６ 建設する施設概要 

  事業場所 尼崎市西川１丁目９７番 

   敷地面積 約１１，７００㎡ 

   建設施設 

（仮称）市営若草住宅 住 戸 数 ３６３戸 

店 舗 数 １３店舗 

延床面積 約２１，２００㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造  

階    数 地上１１階建て 

   ※ 現時点での提案内容であり、変更の可能性あり。 

 

７ 解体する施設概要 

住宅名称 管理戸数 

市営常光寺改良住宅 ２５２戸 

５４２戸 

市営浜つばめ改良住宅（１号棟） ５０戸 

市営浜つばめ住宅（２号棟、３号棟） ８０戸 

市営西川住宅 ５０戸 

市営西川平七改良住宅 １１０戸 

 

８ 契約の期間 

 契約締結日から令和９年３月３１日まで 
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入札参加者一覧 

株式会社柄谷工務店を代表企業とするグループ 

担当業務 企業名 代表者名 所在地 

設計 
株式会社市浦ハウジング

＆プランニング大阪支店 

専務取締役支店長 

 田中 純一 

大阪市北区西天満１丁目７番２０

号 

工事監理 

株式会社市浦ハウジング

＆プランニング大阪支店 

専務取締役支店長 

 田中 純一 

大阪市北区西天満１丁目７番２０

号 

株式会社礎 
代表取締役 

 和泉 信男 
大阪市北区豊崎５丁目６番１０号 

建設 

株式会社柄谷工務店 
取締役社長 

 柄谷 順一郎 
尼崎市玄番南之町４番地 

昌平株式会社 
取締役社長 

 柄谷 順一郎 
尼崎市道意町６丁目４９番地 

移転支援 
株式会社アクロスコーポ

レイション 

代表取締役 

 山部 勇喜 
尼崎市武庫之荘２丁目３番１号 
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建替えの対象住宅と建替事業位置図等 

 

 

市営浜つばめ改良住宅 

市営浜つばめ住宅 

市営西川平七改良住宅 

市営西川住宅 

市営常光寺改良住宅 

JR 神戸線 

神
崎
川 

建替事業地 

別 図 
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６４号 所 管 財務担当 

件 名 物件の買入れについて（化学消防ポンプ自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  危険物の製造所等において火災が発生した場合に、泡消火薬剤等を放出するために

出動する化学消防ポンプ自動車が経年劣化していることから、消防力を強化し、危険

物火災等に迅速かつ的確に対応するため現有車両を更新するもの。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  化学消防ポンプ自動車 １台 

 

３ 買入れの方法 

  指名競争入札 

 

４ 買入れの金額 

７５，３５０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

   

５ 買入れの相手方 

吹田市豊津町１番３１号由武ビル５階Ｃ号室 

   長野ポンプ株式会社 大阪営業所 

    所長 東野 敏行 

   

６ 納期 

  令和７年３月７日 
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（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

（株）阪和総合防災南大阪支店 辞退

（株）神防社 辞退

（株）ナカムラ消防化学大阪営業所 辞退

小川ポンプ工業（株） 81,000,000 ※予定価格超過

日本ドライケミカル（株）大阪支店 82,200,000 ※予定価格超過

（株）モリタ関西支店 79,000,000 ※予定価格超過

（株）スナミ 79,500,000 ※予定価格超過

大槻ポンプ工業（株） 77,000,000 ※予定価格超過

（有）岡本ポンプ 77,400,000 ※予定価格超過

平和機械（株） 75,000,000 ※予定価格超過

日本機械工業（株）大阪営業所 76,600,000 ※予定価格超過

（株）吉谷機械製作所 70,000,000

神戸日野自動車（株） 72,100,000

入　札　者　名 第1回入札金額(円)

長野ポンプ（株）大阪営業所 68,500,000 決定

落　札　者　名
長野ポンプ（株）大
阪営業所

落 札 金 額 68,500,000円

予　定　価　格 74,473,637円 最 低 制 限 価 格 ―

　　開　札　結　果　表

開札年月日 令和５年４月２５日

件　　　　　名 化学消防ポンプ自動車
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（議案説明資料） 

＜令和５年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６５号 所 管 財務担当 

件 名 物件の買入れについて（高規格救急自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  災害等により発生した傷病者を医療機関に搬送する高規格救急自動車が経年劣化

していることから、消防力を強化し、救急事案に迅速かつ的確に対応するため現有車

両を更新するもの。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  高規格救急自動車 ２台 

 

３ 買入れの方法 

  指名競争入札 

 

４ 買入れの金額 

６７，１００，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

   

５ 買入れの相手方 

たつの市新宮町井野原２７６番地の１ 

 有限会社岡本ポンプ 

  代表取締役 岡本 正 

 

６ 納期 

  令和６年３月２２日 
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（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

（株）阪和総合防災南大阪支店 辞退

キンパイ商事（株） 70,000,000 ※予定価格超過

（株）ＫＥＮＡＳＥＪＡＰＡＮ 辞退

兵庫トヨタ自動車（株）特販営業所 61,800,000

（株）赤尾 65,200,000 ※予定価格超過

入　札　者　名 第1回入札金額(円)

（有）岡本ポンプ 61,000,000 決定

落　札　者　名 （有）岡本ポンプ 落 札 金 額 61,000,000円

予　定　価　格 63,826,364円 最 低 制 限 価 格 ―

　　開　札　結　果　表

令和５年４月２５日

件　　　　　名 高規格救急自動車

開札年月日
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